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こ
の
時
代
、
マ
ム
ル
ー
ク
人
は
他
宗
教
に

対
し
寛
容
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

ユ
ダ
ヤ
人
は
人
頭
税
を
払
い
、
ユ
ダ
ヤ
人
は

黄
色
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
赤
い
タ
ー
バ
ン
を

着
用
し
て
い
た
。

オ
ス
マ
ン
帝
国

一
二
―
一
三
世
紀
、
ア
ナ
ト
リ
ア
（
小
ア

ジ
ア
）
地
方
を
統
治
し
て
い
た
ト
ル
コ
系
小

候
国
の
オ
ス
マ
ン
一
世
が
始
め
た
オ
ス
マ
ン

王
家
は
、
六
百
年
に
わ
た
り
、
中
近
東
全
域

を
支
配
し
た
。

第
七
代
ス
ル
タ
ン
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ー
プ
ル
を
陥
落
さ
せ
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と

改
名
、
ト
ル
コ
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
ア
ル
メ

ニ
ア
人
を
移
住
さ
せ
、
イ
ス
ラ
ム
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
も
包
み
こ
み
、
一
六
世
紀
半
ば
に
は
、

人
口
五
〇
万
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
都
市
と

な
っ
た
。
一
五
二
九
年
、
ウ
ィ
ー
ン
を
包
囲
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
脅
か
し
、
十
字
軍
の
後

裔
、
聖
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
を
ロ
ー
ド
ス
島
か
ら

マ
ル
タ
島
へ
追
い
や
り
、
ス
ペ
イ
ン
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
連
合
艦
隊
を
破

り
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
地
中
海
、
黒
海
、
紅

海
、
ペ
ル
シ
ア
湾
に
わ
た
る
制
海
権
を
握
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
東
方
貿
易
に
脅
威
を
与

え
、
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
ア
フ
リ
カ

沿
岸
部
に
わ
た
る
大
帝
国
に
な
り
、
一
六
世

紀
半
ば
、
最
盛
期
を
迎
え
た
。

軍
事
、
政
治
、
法
律
、
文
学
、
芸
術
、
建

築
に
活
躍
す
る
者
多
く
、
豊
か
な
文
明
開
化

の
時
代
が
続
い
た
が
、
そ
の
要
因
は
、
民
族

や
宗
教
や
異
に
す
る
人
々
を
ゆ
る
や
か
に
統

合
、
共
存
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

一
五
世
紀
末
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン

の
「
大
航
海
時
代
」
が
始
ま
り
、
オ
ス
マ
ン

帝
国
は
国
内
体
制
の
老
朽
化
と
と
も
に
、
ス

ペ
イ
ン
と
の
海
戦
に
敗
れ
た
り
、
一
八
世
紀

に
は
い
る
と
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
、
従
属
民

の
独
立
な
ど
、
一
路
衰
退
の
道
を
た
ど
る
こ

と
に
な
る
。

第
一
次
大
戦

一
九
一
四
年
に
勃
発
し
た
第
一
次
世
界
大

戦
は
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
に
ト
ル
コ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
対
ロ
シ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
、
さ
ら
に
イ

タ
リ
ア
と
の
戦
争
と
な
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
ト
ル
コ
領
内
の
ア
ラ
ブ
人
の

協
力
を
得
る
た
め
に
、
ア
ラ
ブ
の
独
立
を
支

持
す
る
約
束
を
し
た
。
一
方
、
ユ
ダ
ヤ
人
の

協
力
を
得
る
た
め
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
郷

土
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
帰
還
、
建
国
を
約
束
し

た
（
一
九
一
七
年
一
一
月
）
。
こ
れ
が
現
在
の

パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
の
最
初
の
原
因
と
な
っ
た
。

シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の
開
始

シ
オ
ン
は
「
ツ
ィ
オ
ー
ン
、
要
害
」
が
原

義
。
エ
ル
サ
レ
ム
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
聖
書
で
読
む
通
り
で
あ
る
。

シ
オ
ニ
ズ
ム
は
父
祖
の
地
パ
レ
ス
チ
ナ
へ

帰
ろ
う
と
い
う
帰
還
運
動
で
、
一
九
世
紀
後

半
ロ
シ
ア
、
東
欧
、
中
欧
で
起
こ
り
、
ユ
ダ

ヤ
人
の
民
族
国
家
の
樹
立
を
目
的
と
し
て
始

め
ら
れ
た
。

一
八
九
〇
年
、
シ
オ
ニ
ス
ト
の
パ
レ
ス
チ

ナ
移
住
（
移
民
）
が
始
ま
っ
た
時
、
エ
ル
サ

レ
ム
の
人
々
は
四
万
二
千
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
二

万
五
千
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
九
千
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
が
八
千
人
、
す
で
に
居
住
し
て
い
た
。

当
時
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
（
ト
ル
コ
）
の
統

治
下
に
あ
っ
た
が
、
民
族
国
家
の
建
設
に
根

本
的
に
必
要
な
土
地
は
無
く
、
パ
レ
ス
チ

ナ
・
ア
ラ
ブ
人
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
正
当
性
を

否
定
し
続
け
て
い
た
。

ア
ン
テ
ィ
・
セ
ミ
テ
ィ
ズ
ム

一
八
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、

イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ

ス
イ
ス
で
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
、
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
で
は
ユ
ダ

ヤ
人
差
別
制
限
法
令
が
次
々
に
施
行
さ
れ
、

ス
ラ
ブ
国
粋
主
義
に
よ
る
集
団
的
ユ
ダ
ヤ
人

排
撃
が
激
化
し
、
ロ
シ
ア
本
土
に
定
住
す
る

こ
と
さ
え
許
さ
れ
ず
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
内
に

定
住
境
界
（
ゲ
ッ
ト
ー
）
が
定
め
ら
れ
た
り
、
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パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
史
（
３
）

滝
沢

陽
一

十
字
軍

一
二
世
紀
後
半
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
十
字
軍

に
よ
り
統
治
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
追
放
さ
れ

て
い
た
。
一
〇
〇
九
年
、
サ
ラ
セ
ン
帝
国
（
サ

ラ
セ
ン
は
ア
ラ
ブ
人
の
総
称
）
フ
ァ
ー
テ
ィ

マ
朝
第
六
代
カ
リ
フ
（
ア
ル
ハ
ー
キ
ム
）
は
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
聖
地
巡
礼
禁
止
、
全
教
会

堂
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
会
堂
の
破
壊
命
令
を
出
し

て
い
る
。
さ
ら
に
エ
ジ
プ
ト
を
含
む
北
ア
フ

リ
カ
ま
た
シ
リ
ア
を
制
し
、
九
七
二
年
、
都

を
カ
イ
ロ
に
定
め
、
学
問
、
教
育
、
研
究
を

盛
ん
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
史
上
に
輝
く
時
代
を

作
っ
た
。

十
字
軍
と
は
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
ア
レ
ク
シ
オ

ス
一
世
（
在
位
一
〇
八
一
―
一
一
一
八
）
か

ら
の
要
請
に
よ
っ
て
、
一
〇
九
六
―
九
九
年

以
来
十
三
世
紀
ま
で
数
回
に
わ
た
り
結
成
さ

れ
た
軍
事
遠
征
軍
を
言
う
。

一
〇
九
九
年
、
一
か
月
に
及
ぶ
包
囲
攻
防

戦
の
後
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
十
字
軍
の
手
に
落

ち
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
住
民
、
イ
ス
ラ
ム

教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
人
を
大
量
に
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に

集
め
て
火
炙
り
に
し
た
り
、
多
数
の
人
々
を

虐
殺
す
る
な
ど
暴
虐
な
行
為
が
繰
り
返
さ
れ

た
。十

字
軍
の
歴
史
は
そ
の
後
紆
余
曲
折
を
経

て
い
る
が
、
後
世
へ
の
影
響
は
次
の
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。

政
治
的
に
は
、
遠
征
の
失
敗
（
一
二
九
一

年
、
ア
コ
ー
港
市
陥
落
）
に
よ
り
教
皇
の
権

威
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
、
諸
侯
、
騎
士
が
没
落

し
、
各
国
の
王
権
が
伸
び
た
。
社
会
的
に
は

遠
征
の
補
給
と
輸
送
に
従
事
し
た
イ
タ
リ
ア

海
港
都
市
が
発
達
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
繁

栄
、
地
中
海
貿
易
を
独
占
す
る
に
至
っ
た
。

文
化
的
に
は
ビ
ザ
ン
ツ
や
イ
ス
ラ
ム
の
進
ん

だ
学
術
が
西
欧
に
流
入
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
へ

の
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。

十
字
軍
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
離
散
は
ロ
シ

ア
、
東
欧
、
西
欧
に
及
び
、
各
地
に
お
け
る

迫
害
が
始
ま
る
。
ま
た
隔
離
を
し
て
強
制
的

に
ゲ
ッ
ト
ー
（
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
区
域
。
外
界

と
遮
断
さ
れ
た
）
に
押
し
込
め
、
抑
圧
さ
れ
、

ま
た
異
端
審
問
に
か
け
ら
れ
る
な
ど
迫
害
は

続
い
た
が
、
つ
い
に
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
ナ
チ

ス
（
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
国
家
社
会
主
義
政
権
）

に
よ
る
大
量
虐
殺
（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
。
原
義

は
特
に
火
事
に
よ
る
大
災
害
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ

教
の
焼
き
尽
く
す
献
げ
も
の
）
は
、
六
百
万

人
に
至
り
、
人
類
の
歴
史
上
最
悪
の
汚
点
を

残
し
た
（
一
九
四
三
年
―
四
五
年
）
。
し
か
も

こ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
第
二
次

大
戦
終
結
後
の
こ
と
で
あ
る
。

サ
ラ
デ
ィ
ン

サ
ラ
デ
ィ
ン
は
一
一
八
七
年
、
エ
ジ
プ
ト
、

シ
リ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
、
イ
エ
メ
ン
を
支

配
し
た
ス
ン
ナ
派
王
朝
の
創
始
者
で
あ
る
が
、

一
一
八
七
年
、
十
字
軍
に
圧
倒
的
勝
利
を
収

め
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
奪
回
し
た
。

一
二
五
〇
年
に
は
ト
ル
コ
人
を
主
体
と
す

る
マ
ム
ル
ー
ク
朝
が
支
配
権
を
と
り
、
以
後

二
六
七
年
間
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
ス
ル
タ
ン
（
支

配
者
）
に
よ
り
統
治
さ
れ
た
。

ぶ

ど

う

園
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エ
ル
サ
レ
ム
入
城

オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
の
パ
レ
ス
チ
ナ

支
配
は
四
百
年
続
い
た
が
、
一
九
一
七
年
、

イ
ギ
リ
ス
軍
司
令
官
ア
レ
ン
ビ
ー
の
軍
隊
が

ス
エ
ズ
運
河
地
域
か
ら
進
撃
、
エ
ル
サ
レ
ム

に
至
り
、
一
二
月
一
一
日
ヤ
ッ
フ
ォ
門
か
ら

入
城
、
オ
ス
マ
ン
の
パ
レ
ス
チ
ナ
支
配
は
終

り
を
告
げ
た
。
以
後
、
三
十
年
、
イ
ス
ラ
エ

ル
独
立
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
が
行
わ
れ

る
。パ

リ
講
和
会
議

第
一
次
大
戦
講
和
会
議
は
国
際
連
盟
（
国

連
の
前
身
）
を
生
ん
だ
ほ
か
、
旧
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
帝
国
の
下
に
あ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ

ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
等
の
民

族
国
家
の
樹
立
を
迎
え
た
。

ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
代
表
も
出
席
、
バ
ル

フ
ォ
ア
宣
言
を
諒
承
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

パ
レ
ス
チ
ナ
分
割

第
一
次
大
戦
後
の
連
合
国
は
、
ア
ラ
ブ
地

域
の
支
配
権
争
い
を
始
め
、
「
サ
ン
・
レ
モ
会

議
」
（
一
九
二
〇
）
で
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
以
外

の
地
域
は
、
英
仏
の
委
任
統
治
下
に
置
か
れ
、

独
立
ア
ラ
ブ
王
国
建
設
の
宣
言
も
シ
リ
ア
、

ダ
マ
ス
カ
ス
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

指
導
者
フ
ァ
サ
イ
ル
は
敗
北
、
国
外
追
放
と

な
っ
て
い
る
。
バ
ル
フ
ォ
ア
宣
言
の
承
認
は

続
い
て
い
る
。

以
後
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア

に
よ
る
領
地
争
い
が
始
ま
り
、
ア
ラ
ブ
側
の

民
族
主
義
や
独
立
運
動
も
起
こ
り
、
パ
レ
ス

チ
ナ
は
結
局
、
そ
の
境
界
が
、
過
去
の
歴
史

と
は
別
に
、
人
工
的
に
、
英
仏
に
よ
っ
て
、

ヨ
ル
ダ
ン
川
以
西
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

パ
レ
ス
チ
ナ
と
イ
ラ
ク
は
イ
ギ
リ
ス
委
任

統
治
地
と
な
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
イ
ギ
リ
ス

軍
が
管
理
を
し
た
が
、
民
衆
の
不
満
が
高
ま

り
、
一
九
二
二
年
、
民
政
に
移
管
さ
れ
た
。

委
任
統
治
は
イ
ギ
リ
ス
高
等
弁
務
官
が
執
行

し
た
。

エ
ル
サ
レ
ム
に
は
市
議
会
が
置
か
れ
、
住

民
の
大
半
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
が
、
ユ
ダ

ヤ
、
ア
ラ
ブ
六
人
づ
つ
か
ら
成
っ
て
い
た
。

反
ユ
ダ
ヤ
暴
動
か
ら
建
国
前
夜
ま
で

最
後
の
暴
動

第
一
大
戦
終
結
後
、
ロ
シ
ア
の
ポ
グ
ロ
ム

（
破
壊
）
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に

ロ
シ
ア
で
行
わ
れ
た
集
団
的
襲
撃
や
虐
殺
を

逃
れ
て
、
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
開
拓
、
入
植

し
た
が
、
近
隣
の
ア
ラ
ブ
人
か
ら
の
反
ユ
ダ

ヤ
暴
動
に
直
面
し
た
。

一
九
二
〇
年
、
「
ハ
ガ
ナ
ー
」
（
防
衛
）
と

呼
ば
れ
る
自
衛
組
織
を
結
成
、
一
九
三
一
年
、

「
イ
ル
グ
ン
」
、
民
族
武
装
組
織
が
生
ま
れ
、

実
力
行
使
に
至
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
移
民
を
制

限
し
た
の
に
反
発
、
数
万
の
非
合
法
移
民
を

パ
レ
ス
チ
ナ
に
運
ん
だ
り
し
た
。

一
九
四
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
軍
は
ユ
ダ
ヤ
代

務
機
関
を
急
襲
、
二
千
人
余
り
が
逮
捕
さ
れ

た
が
、
一
ヶ
月
後
、
報
復
と
し
て
、
委
任
統

治
政
府
の
入
っ
て
い
た
キ
ン
グ
・
デ
ィ
ヴ
ィ

ッ
ド
・
ホ
テ
ル
（
ダ
ビ
デ
王
ホ
テ
ル
）
が
高

性
能
爆
薬
で
一
階
を
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
。

移
民

前
記
ロ
シ
ア
の
ポ
グ
ロ
ム
を
逃
れ
た
大
量

の
移
民
、
特
に
一
九
〇
四
年
―
一
四
年
（
第

二
次
移
民
）
は
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
に
重
要
な

役
割
を
果
し
、
歴
史
家
は
建
国
前
移
民
を
六

期
に
わ
け
、
ロ
シ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
か
ら
が
多
く
、
建
国
後
は
ナ
チ
ス
の

迫
害
を
逃
れ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
（
虐
殺
）
に

生
き
残
っ
た
者
た
ち
が
大
量
に
ド
イ
ツ
、
東

欧
か
ら
、
さ
ら
に
モ
ロ
ッ
コ
、
ソ
連
か
ら
の

移
民
が
あ
い
次
い
だ
。

パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
調
査
団

イ
ギ
リ
ス
と
国
際
社
会
は
バ
ル
フ
ォ
ア
宣

言
に
も
と
づ
く
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
郷
土
」
（
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
ホ
ー
ム
）
建
設
支
援
の
た
め
、
先
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二
〇
世
紀
初
め
に
は
百
十
四
万
人
が
ロ
シ
ア
、

東
欧
な
ど
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
移
住
し
て
い
る
。

ヘ
ル
ツ
ェ
ル

近
代
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の
政
治
的
理
念

は
、
一
三
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
が
生
み
出
し
た

終
末
観
で
あ
る
。
終
末
に
到
来
す
る
メ
シ
ア

が
、
離
散
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
、
世
界
中
か
ら
集

め
て
、
父
祖
の
地
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ユ
ダ
ヤ
人

の
民
族
国
家
を
再
興
す
る
と
い
う
思
想
で
、

こ
れ
が
あ
ら
た
め
て
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の

出
発
点
と
な
っ
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
れ
の
新

聞
記
者
ヘ
ル
ツ
ェ
ル
が
一
八
九
六
年
、
ウ
ィ

ー
ン
で
、
ド
イ
ツ
語
で
発
表
し
た
『
ユ
ダ
ヤ

人
国
家
―
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
現
代
的
解
決
の

試
み
』
が
基
点
で
あ
る
。

ま
た
、
一
八
九
一
年
、
三
〇
歳
、
ウ
ィ
ー

ン
の
知
識
人
の
読
む
「
新
自
由
新
聞
」
の
パ

リ
通
信
員
で
あ
っ
た
時
、
有
名
な
「
ド
レ
フ

ュ
ス
事
件
」
に
出
会
っ
た
の
が
契
機
と
も
な

っ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
ド
レ
フ
ュ
ス
大
佐

が
フ
ラ
ン
ス
軍
の
機
密
を
ド
イ
ツ
軍
に
売
り

渡
し
た
と
い
う
冤
罪
事
件
で
、
の
ち
無
実
と

判
明
、
名
誉
を
回
復
し
た
。
大
仏
次
郎
の
『
パ

リ
燃
ゆ
』
は
こ
れ
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。

シ
オ
ニ
ス
ト
会
議

天
性
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
資
質
と
卓

越
し
た
組
織
力
を
有
し
て
い
た
ヘ
ル
ツ
ェ
ル

は
、
『
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
』
発
刊
の
翌
年
一
八
九

七
年
、
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
に
二
〇
四
人
の

代
議
員
を
集
め
、
第
一
回
シ
オ
ニ
ス
ト
会
議

を
開
催
し
た
。

第
五
回
、
一
九
〇
三
年
、
バ
ー
ゼ
ル
の
会

議
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
建
国
の
地
を
、
英
国
首

相
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
、
中
部
ア
フ
リ
カ
の
東
、

保
護
領
ウ
ガ
ン
ダ
高
地
を
提
供
す
る
と
い
う

案
を
め
ぐ
り
激
論
が
交
わ
さ
れ
、
賛
成
二
九

五
、
反
対
一
七
八
、
棄
権
九
八
と
な
り
可
決

さ
れ
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
代
表
国
は
反
対
、

退
出
、
数
か
国
の
代
表
も
そ
れ
に
続
い
た
。

ヘ
ル
ツ
ェ
ル
は
反
対
者
と
交
渉
、
結
局
、

最
終
目
的
地
は
パ
レ
ス
チ
ナ
で
あ
る
と
約
束

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
今
日
に
至
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
矛
盾
す
る
協
定

オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
第
一
次
大
戦
敗
北

の
処
理
の
中
で
、
ト
ル
コ
の
東
方
領
土
に
つ

い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
相
互
に
矛
盾
す
る
三
つ

の
協
定
、
密
約
を
結
ん
で
い
た
。
い
ず
れ
も

植
民
地
や
従
属
国
の
自
治
、
独
立
を
約
束
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
の
参
戦
を
条
件
に
、

ア
ラ
ブ
の
独
立
国
家
建
設
を
約
束
し
た
も
の
。

二
つ
は
、
こ
の
公
約
と
並
行
し
て
決
め
ら

れ
た
、
英
、
仏
、
ロ
シ
ア
三
国
間
の
「
サ
イ

ク
ス
・
ピ
コ
協
定
」
（
英
・
仏
代
表
の
名
）
で

あ
る
。
一
と
は
反
対
に
東
方
ア
ラ
ブ
地
域
の

分
割
統
治
で
あ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
も
そ
の
中

に
入
る
。

バ
ル
フ
ォ
ア
宣
言

三
つ
目
は
イ
ギ
リ
ス
外
相
バ
ル
フ
ォ
ア
が

イ
ギ
リ
ス
本
土
シ
オ
ニ
ス
ト
連
盟
代
表
ロ
ス

チ
ャ
イ
ル
ド
（
有
名
な
世
界
的
富
豪
）
に
送

っ
た
書
筒
で
あ
り
、
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
か
ら

喜
び
の
返
書
が
届
き
、
「
バ
ル
フ
ォ
ア
宣
言

（
一
九
一
七
年
）
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「
─
─

大
英
帝
国
政
府
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ

に
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
民
族
郷
土
が
建
設

さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
し
い
と
み
な
し
、
今

後
、
こ
の
目
的
の
達
成
を
容
易
な
ら
し
む

る
た
め
に
最
善
の
努
力
を
行
う
。
─
─

」

ア
ラ
ブ
と
の
協
定

第
一
次
大
戦
が
終
る
と
、
ア
ラ
ブ
民
族
主

義
者
の
運
動
が
始
ま
っ
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
を

「
南
シ
リ
ア
」
と
呼
び
、
ダ
マ
ス
カ
ス
を
中

心
と
す
る
大
ア
ラ
ブ
国
家
と
の
連
合
を
主
張

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
オ
ニ
ス
ト
代
表
国

は
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
運
動
者
と
交
渉
、
一
応
、

合
意
に
達
し
た
。
こ
れ
は
ア
ラ
ブ
・
ユ
ダ
ヤ

両
国
家
の
併
存
を
う
た
っ
た
も
の
で
、
「
パ

レ
ス
チ
へ
の
大
規
模
な
ユ
ダ
ヤ
人
移
住
を
奨

励
し
促
進
す
る
」
こ
と
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
者
の
有
力
者
に

よ
っ
て
、
最
終
的
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
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た
。
ア
ラ
ブ
側
の
テ
ロ
事
件
、
越
境
侵
入
の

頻
発
で
あ
る
。
さ
ら
に
エ
ジ
プ
ト
は
チ
ラ
ン

海
峡
を
封
鎖
、
ア
カ
バ
湾
に
砲
台
を
設
置
、

イ
ス
ラ
エ
ル
船
の
航
行
を
不
可
能
に
し
、
一

九
五
六
年
に
は
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
ヨ
ル

ダ
ン
三
国
軍
事
同
盟
を
締
結
、
一
挙
に
危
機

感
が
増
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
こ
れ
を
戦
闘
行

為
と
受
け
と
め
、
先
制
攻
撃
を
か
け
、
エ
ジ

プ
ト
軍
を
駆
遂
、
ス
エ
ズ
運
河
の
東
一
六
キ

ロ
ま
で
進
出
、
ま
た
ガ
ザ
と
シ
ナ
イ
半
島
全

域
を
占
領
し
た
。
「
シ
ナ
イ
作
戦
」
と
い
う
。

時
を
同
じ
く
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル

大
統
領
は
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
を
宣
言
、

イ
ギ
リ
ス
軍
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は
中
東
、
ア
ジ

ア
に
有
す
る
権
益
へ
の
一
方
的
な
挑
戦
と
受

け
と
め
、
爆
撃
、
空
挺
部
隊
の
降
下
な
ど
攻

撃
を
開
始
し
た
が
、
米
国
等
の
圧
力
に
屈
し

一
一
月
六
日
、
停
戦
を
し
た
。
つ
い
で
平
和

維
持
を
目
的
と
し
た
国
連
緊
急
軍
が
設
立
さ

れ
、
比
較
的
平
穏
な
月
日
が
続
い
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
一
九
五
八
年
か
ら

六
八
年
ま
で
の
時
期
は
国
家
整
備
、
対
外
強

化
の
時
代
で
あ
り
、
独
立
当
時
の
六
〇
万
人

が
六
五
年
に
は
二
三
〇
万
人
の
人
口
と
な
っ

た
。第

三
次
中
東
戦
争

ソ
連
は
米
国
に
対
抗
し
中
東
支
配
を
も
く

ろ
み
、
エ
ジ
プ
ト
へ
の
軍
事
援
助
を
し
て
い

た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
を
一
挙
に
壊
滅
さ
せ

よ
う
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
大
軍
を
集
結
し
て

い
る
と
の
誤
報
を
流
し
、
エ
ジ
プ
ト
軍
に
攻

撃
を
始
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
を
知
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
は
直
ち
に
空

軍
を
出
動
さ
せ
、
エ
ジ
プ
ト
軍
は
逆
に
徹
底

的
な
攻
撃
を
受
け
、
六
日
間
で
こ
の
戦
争
は

終
結
し
た
。
「
六
日
戦
争
」
と
言
わ
れ
、
イ
ス

ラ
エ
ル
は
パ
レ
ス
チ
ナ
全
土
を
制
圧
し
た
。

そ
の
後
、
シ
ナ
イ
半
島
や
ゴ
ラ
ン
平
原
の

返
還
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
停
戦
か
ら

三
週
間
後
、
ス
エ
ズ
運
河
を
は
さ
ん
で
戦
闘

が
起
り
、
七
〇
年
八
月
ま
で
続
い
た
。
「
消
耗

戦
争
」
と
言
わ
れ
る
。

Ｐ
Ｌ
Ｏ
（
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
機
構
）

第
三
次
の
敗
北
に
よ
り
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民

は
百
万
人
も
出
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア

ラ
ブ
人
は
改
め
て
民
族
意
識
が
高
ま
り
、
ゲ

リ
ラ
組
織
の
活
動
も
増
加
し
た
が
、
ア
ラ
フ

ァ
ト
（
一
九
二
九
―
二
〇
〇
四
）
は
、
六
八

年
、
対
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
と
戦
い
、
勝
利
を
収

め
た
ゲ
リ
ラ
と
し
て
英
雄
と
な
り
、
各
地
、

各
種
の
ゲ
リ
ラ
を
統
合
し
、
Ｐ
Ｌ
Ｏ
を
設
立
、

議
長
と
な
っ
た
。

第
四
次
中
東
戦
争

一
九
七
三
年
十
月
六
日
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
新

年
祭
、
ヨ
ム
・
キ
ッ
プ
ー
ル
（
贖
罪
日
）
に

エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
両
軍
が
奇
襲
攻
撃
を
開

始
、
三
週
間
に
及
ん
だ
が
、
エ
ジ
プ
ト
は
ス

エ
ズ
運
河
を
制
圧
し
、
ア
ラ
ブ
の
誇
り
を
回

復
、
ま
た
一
方
で
「
石
油
危
機
」
と
い
う
形

で
世
界
の
ア
ラ
ブ
へ
の
関
心
を
高
め
た
。

こ
れ
は
エ
ジ
プ
ト
の
サ
ダ
ト
大
統
領
の
軍

事
、
政
治
上
の
行
き
詰
り
を
打
開
す
る
目
的

で
第
四
次
へ
の
長
期
戦
略
を
練
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

サ
ダ
ト
は
親
米
政
策
を
と
り
、
米
国
を
仲

介
者
と
し
和
平
を
目
指
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を

電
撃
訪
問
、
ま
た
カ
ー
タ
ー
大
統
領
の
仲
介

で
、
キ
ャ
ン
プ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
で
合
意
文

書
を
調
印
、
エ
ジ
プ
ト
・
イ
ス
ラ
エ
ル
和
平

条
約
（
七
九
年
）
と
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
の
平

和
的
解
決
の
先
鞭
を
つ
け
た
。

（
こ
の
後
、
多
く
の
問
題
を
起
し
つ
つ
も

一
九
九
四
年
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
が
誕

生
し
、
領
土
、
難
民
、
エ
ル
サ
レ
ム
主
権
、

水
資
源
な
ど
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
が
、
ア
ラ

フ
ァ
ト
の
病
死
も
あ
り
、
過
激
派
の
テ
ロ
活

動
も
や
ま
ず
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
激
し
い
反

撃
が
あ
り
、
現
在
に
至
る
も
、
最
終
的
な
平

和
は
到
来
し
て
い
な
い
。
）
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ず
、
調
査
団
を
派
遣
し
た
。

一
九
二
一
年
に
調
査
団
が
派
遣
さ
れ
、
一

九
四
五
年
に
至
る
ま
で
、
と
り
か
え
、
ひ
き

か
え
、
多
く
の
報
告
が
な
さ
れ
た
が
、
四
五

年
、
調
査
団
全
員
一
致
の
勧
告
を
行
っ
た
。

人
種
、
社
会
、
宗
教
に
関
わ
り
の
な
く
、

（
ユ
ダ
ヤ
人
が
）
土
地
の
自
由
な
販
売
、
貸

与
、
使
用
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
新
し
い
移

住
政
策
の
一
項
と
し
た
。

長
期
政
策
と
し
て
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
は
ユ

ダ
ヤ
人
あ
る
い
は
ア
ラ
ブ
人
の
国
家
の
い
ず

れ
に
も
な
ら
ず
、
双
方
が
相
手
を
支
配
す
る

立
場
に
な
ら
ず
、
敵
意
が
消
滅
す
る
ま
で
、

パ
レ
ス
チ
ナ
は
委
任
統
治
下
に
置
く
こ
と
で

あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
移
民
十
万
人
の
許
可
を
拒
否

し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
一
括
し
て
放
棄
し

国
連
に
一
任
、
国
連
は
パ
レ
ス
チ
ナ
特
別
委

員
会
を
設
置
。

一
九
四
七
年
、
国
連
特
別
総
会
は
、
パ
レ

ス
チ
ナ
を
ア
ラ
ブ
国
家
と
ユ
ダ
ヤ
国
家
に
分

割
す
る
案
を
多
数
決
で
決
議
。

こ
れ
を
ユ
ダ
ヤ
側
は
受
諾
、
ア
ラ
ブ
側
は

拒
否
、
武
力
阻
止
の
構
え
を
見
せ
、
妨
害
、

テ
ロ
が
起
り
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
誕
生
阻
止
が
至

上
命
令
と
な
っ
て
い
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
内
陸
の
居
住
区
や
エ
ル
サ
レ

ム
が
孤
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
補
給
物
資
や

兵
器
を
海
岸
地
域
か
ら
送
る
た
め
、
シ
オ
ニ

ス
ト
に
よ
る
対
ア
ラ
ブ
軍
事
作
戦
が
始
め
ら

れ
、
さ
ら
に
、
双
方
の
非
戦
闘
員
や
村
民
が

集
団
で
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
次
々
に
起
っ
た
。

ア
ラ
ブ
側
の
攻
撃
を
撃
退
し
た
の
は
、
こ
の

ほ
か
、
各
地
域
の
自
衛
組
織
「
ハ
ガ
ナ
」
で

あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
誕
生
の
原
動
力
は
、

以
前
か
ら
各
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
の
よ
う

な
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
国
誕
生

一
九
四
八
年
、
全
シ
オ
ニ
ス
ト
評
議
会
と

ユ
ダ
ヤ
民
族
評
議
会
は
人
民
行
政
委
員
会

（
一
三
名
）
と
人
民
評
議
会
（
三
七
名
）
の

設
立
を
決
定
、
イ
ギ
リ
ス
の
委
任
統
治
が
終

る
時
、
新
生
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
の

臨
時
政
府
お
よ
び
国
会
と
し
て
機
能
す
る
こ

と
に
な
る
。

一
九
四
八
年
五
月
一
三
日
に
は
、
ア
ラ
ブ

と
の
抗
争
が
続
く
中
、
人
民
評
議
会
は
五
人

委
員
会
を
作
り
、
独
立
宣
言
の
草
案
を
承
認
、

五
月
一
五
日
イ
ギ
リ
ス
は
委
任
統
治
を
終
了

す
る
旨
を
公
表
、
一
四
日
に
は
高
等
弁
務
官

は
深
夜
、
ハ
イ
フ
ァ
港
か
ら
イ
ギ
リ
ス
艦
に

乗
り
、
領
海
外
に
出
て
、
三
十
年
に
及
ぶ
統

治
は
正
式
に
終
わ
り
を
告
げ
た
。

独
立
宣
言

エ
ル
サ
レ
ム
は
す
で
に
ア
ラ
ブ
軍
の
包
囲

の
中
に
孤
立
し
て
い
た
の
で
、
テ
ル
・
ア
ヴ

ィ
ヴ
の
市
立
美
術
館
で
人
民
評
議
会
が
開
催

さ
れ
、
政
治
、
文
化
、
芸
術
、
入
植
者
等
の

代
表
が
出
席
、
評
議
会
議
長
ベ
ン
グ
リ
オ
ン

が
独
立
宣
言
を
読
み
あ
げ
、
全
員
起
立
し
て

承
認
、
全
員
が
署
名
、
ラ
ビ
が
祝
祷
を
さ
さ

げ
「
ハ
テ
ィ
ク
ヴ
ァ
（
希
望
）
が
う
た
わ
れ

（
の
ち
国
歌
）
会
議
は
終
了
し
、
イ
ス
ラ
エ

ル
国
は
独
立
の
日
を
迎
え
た
。

第
一
次
中
東
戦
争

イ
ス
ラ
エ
ル
独
立
宣
言
か
ら
数
時
間
後
、

エ
ジ
プ
ト
と
ア
ラ
ブ
五
か
国
の
正
規
軍
が
主

力
の
エ
ジ
プ
ト
空
軍
の
テ
ル
・
ア
ヴ
ィ
ヴ
爆

撃
に
始
ま
り
侵
攻
を
開
始
し
た
。

一
五
か
月
に
及
ぶ
戦
闘
を
耐
え
ぬ
き
四
九

年
七
月
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
勝
利
を
収
め
た
。

こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
難
民
が
生
ま
れ
、
イ

ス
ラ
エ
ル
国
内
に
残
留
し
た
一
六
万
人
の
ア

ラ
ブ
人
は
イ
ス
ラ
エ
ル
国
籍
を
取
得
、
ユ
ダ

ヤ
人
難
民
は
新
生
イ
ス
ラ
エ
ル
で
社
会
復
帰

を
し
た
が
、
ア
ラ
ブ
人
難
民
（
パ
レ
ス
チ
ナ

難
民
）
は
放
置
さ
れ
、
今
日
な
お
世
界
の
援

助
、
支
援
を
受
け
つ
つ
も
失
業
と
貧
困
の
中

に
あ
る
。

第
二
次
中
東
戦
争

第
一
次
の
休
戦
後
も
険
悪
な
情
勢
が
続
い


